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平成２４年度 今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会

議事録

１．日時：平成２４年８月１日(水) １６：３０～１８：３０

２．場所：経済産業省別館１０２８号室

３．議題：①自動車損害賠償保障制度に係る最近の動きについて

②運用益事業の見直しについて

（仲村補佐）定刻でございますので、ただいまから「平成２４年度今後の自動

車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」を開催させていただきます。本日

、 、 。は 御多忙中にも関わらず御出席いただきまして 誠にありがとうございます

事務局を務めさせていただきます、自動車局保障制度参事官室課長補佐の仲村

と申します。本日の議事進行でございますが、後ほど座長にお願いするまでの

、 。 。 、間 私の方で務めさせていただきます よろしくお願いいたします それでは

配布資料の確認をさせていただきますので、過不足等ございましたら事務局ま

でお申し付けください。まずは、資料１と書かれた「自動車損害賠償保障制度

に係る最近の動きについて」という資料でございます。次に、資料２と書かれ

た「運用益事業の見直しについて」という資料でございます。これと、別紙と

書かれた「国、保険会社、ＪＡ共済による運用益事業一覧」という資料でござ

います。こちらについては、Ａ３版で、３つ折りの資料となっております。そ

して、参考資料と書かれた資料。表紙の下に目次、そして、１から４までそれ

ぞれ１枚ずつとなっております。このほか、その他資料と書かれた資料でござ

います。よろしいでしょうか。以上でございます。なお、本日の懇談会につき

ましては、公開することとしておりますので、あらかじめご了承お願いいたし

ます。それでは、開会に当たりまして、自動車局長の中田からご挨拶申し上げ

ます。

（中田局長）自動車局長の中田でございます。本日は、委員の先生方、ご多

忙中のところ、お暑い中ご参集いただき、深く感謝申し上げます。また、委

員の皆様におかれましては、日頃より私どもの自動車、国土交通行政に関し

ましてご理解、ご支援を賜っておりまして、心より御礼申し上げます。

交通事故は、統計によりますと、平成２３年における交通事故による死者

数は４ ６１２名と１１年連続で前年を下回りましたし、事故件数についても,
。 、約６９万件ということで着実に減少している状況にあります しかしながら

いまだに減ったとはいえ多くの方が交通事故で亡くなっておられ、また、交
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通事故による重度後遺障害者の方も、年間２，０００人を超えているような

状況にございます。ゴールデンウィーク中にはツアーバスの事故で多くの亡

くなった、あるいは重軽傷を負われた方がおり、また、改めて安全対策の強

化を図る必要性、被害者の保護の充実の必要性が痛感させられたところでご

ざいます。

国土交通省におきましては、自賠法の趣旨を踏まえまして、自賠責保険の

運用や運用益事業の実施を通じて、被害者保護の充実に努めてきたところで

ございます。また、被害者保護の中核を担う自動車事故対策機構につきまし

ては、今年度（２４年度）から新たな中期目標・計画の実施による一層の被

害者対策の取組を進めることといたしております。また、関係機関等のご協

力も頂きつつ、被害者救済と事故発生防止の更なる充実に鋭意取り組んで参

りたいと思います。

本日は、自動車損害賠償保障制度に関する最近の状況をご報告申し上げる

、 、とともに 今後の自動車損害賠償保障制度全体のあり方につきまして

委員の皆様から、広くご意見を賜りたいと考えております。これまで

同様、忌憚のないご意見を賜りますよう、お願いを申し上げまして、冒頭の

私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

（仲村補佐）続きまして、今回から新たに委員になられた方をご紹介させてい

ただきます。中央大学法科大学院教授の落合委員でございます。

（落合座長）落合でございます。よろしくお願いいたします。

（仲村補佐）日本自動車会議所の斎藤委員でございます。

（斎藤委員）斎藤でございます。よろしくお願いいたします。

（仲村補佐）読売新聞社の坂本委員でございます。

（坂本委員）坂本です。よろしくどうぞお願いします。

（仲村補佐）日本自動車連盟の矢代委員でございます。

（矢代委員）矢代でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

（仲村補佐）全国共済農業協同組合連合会の山崎委員でございます。
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（山崎委員）山崎でございます。よろしくお願いいたします。

（仲村補佐）日本損害保険協会の西方委員でございますが、本日、西方委員は

ご都合によりご欠席のため、大坪様が代理出席されておられます。なお、全日

本自動車産業労働組合総連合会の西原委員におかれましては、本日、ご都合に

よりご欠席のため、相原様が代理出席されておられます。また、古笛委員及び

、 、 、福井委員におかれましては ご都合によりご欠席 福田委員におかれましては

ご都合により後ほどお越しになります。矢代委員におかれましては、ご都合に

より会議途中でのご退席を予定しております。また、これまで、座長を務めて

いただいた山下委員におかれましては、昨年度をもちまして、本懇談会の委員

をご退任されることになりました。新たな座長につきましては、落合委員にお

願いしたいと思います。それでは、この後、落合座長にご挨拶を頂きまして、

以後の議事進行につきましても、落合座長にお願いしたいと思います。落合座

長、よろしくお願いいたします。

（落合座長）ただいまご紹介いただきました落合でございます。本日から本懇

談会の座長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

自動車事故の現状につきまして、先ほど局長からお話がありましたが、まだ

まだ減少したとはいえども、非常に深刻な状況にあることは、基本的に変わっ

ていないのではないかと思っております。したがいまして自動車の被害者を十

分に保障する、同時に自動車事故における被害というものを事前にいかに的確

に防止するかというこの二つの大きな目標というのは、我々の懇談会にとりま

しても、中心的な課題であると思います。

その二つの課題に関連いたしまして、本日、お手元にあります議事次第のよ

、 「 」、うに現状 まず最初に 自動車損害賠償保障制度に係る最近の動きについて

それから「運用益事業の見直しについて 、これについて本日ご議論をお願い」

するということでございます。円滑な議事進行を行いたいと思いますので、各

委員のご協力のほどをよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、私

の挨拶にかえさせていただきます。

それでは、早速、最初の「自動車損害賠償保障制度に係る最近の動きについ

て 、事務局から説明をお願いします。」

（後藤参事官）自動車局保障制度参事官の後藤でございます。

それでは資料の説明に入らさせていただきます。これからは、自動車損害賠

償保障制度に係る最近の動きについて資料１によりご説明いたします。

資料１をお開きください。１ページでございますが、独立行政法人改革の項
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目であります。本年の１月に独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針

について決定されております。内容につきましては、独立行政法人の制度の見

直しの総論部分と各独立行政法人の施行すべき措置の各論部分の二つに分かれ

ておりますが、自賠制度の関係ではまず、この各論の各独立行政法人の講ずべ

き措置の中で自動車事故対策機構が議論の対象となっております。厳しい議論

がございましたが、関係者のご理解を頂きまして、最終的には単独の法人とし

て存続するという結論になっております。法人の類型としましては、成果目標

達成法人ということでございます。一定の自主的・自立的裁量を有しつつ、計

画的な枠組みの下で事務・事業を行う法人という位置づけであります。それか

ら、機構が実施しております自動車アセスメント業務につきましては、交通安

全環境研究所と自動車検査独法の統合後の法人に移管するということになって

おります。新しい独法制度は、平成２６年４月に施行されることになっており

まして、そのタイミングで機構も新しい法人形態に移行する、ということにな

ります。なお、自動車アセスメント業務の移管につきましては、平成２６年４

月以降の交通安全環境研究所と自動車検査独法の統合後を予定しております。

それから２ページでございますが、特別会計改革についてでございます。こ

ちらにつきましても、本年の１月に基本方針が閣議決定されております。内容

としましては、平成２２年１０月の事業仕分け第３弾、これは特別会計仕分け

といわれておりますが、この評価結果等を着実に実行するということでござい

ます。自動車安全特別会計につきましては、自賠責保険に関係する保障勘定と

自動車事故対策勘定、こちらにつきましては、この特別会計仕分けにおきまし

て、現状の制度を継続するとなっておりますので、今回の見直しでは特段の指

摘がなかったということであります。

それから次に３ページをお開きください。独立行政法人でありますＮＡＳＶ

Ａ（自動車事故対策機構）の第三期中期目標・計画の概要であります。ご承知

の通り、独法制度では、中期の目標・計画の枠組みの下で業務を行っていくと

いうことになっております。ＮＡＳＶＡにつきましては、平成２４年度を初年

度とする５カ年の中期目標・計画を策定したということでございます。まず、

この中期目標・計画のポイントでありますが、まず一点目として安全指導業務

から被害者援護業務に業務の重点化・深度化を図るということ、それから二点

目として自動車アセスメント業務の円滑な移管、三点目として業務全般におい

て運営の効率化を図っていくと、この３つがポイントであります。各論部分を

ご紹介しますと、まず被害者援護業務の充実というところでは、療護施設にお

いて、引き続き、質の高い治療・看護を実施していくということ、それから近

畿地区と関東西部地区に新たな委託病床の設置を図るということが盛り込まれ

ております。それから、在宅で介護を受けておられます重度後遺障害者に対す
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る支援の強化としまして、ＮＡＳＶＡによる訪問支援の強化、具体的には、介

護料を受給されている方の ％のお宅を訪問するということを目標と掲げて60
おります。それから安全指導業務の充実につきましては、民間参入の促進を図

るということと、引き続き業務の効率化を図っていくこと。業務運営の効率化

につきましては、３点ございまして、まず、組織運営の効率化、これは全国５

０あります支所のあり方につきまして検討を行って、結論を得て、合理化を行

うということ。それから一般管理費・業務経費の削減を図るということ、それ

から給与水準につきまして、国家公務員との比較になりますラスパイレス指数

を５年間で１００以下に引き下げる。こういう内容になっております。

それから次、４ページをお開きください。在宅で介護を受けておられます重

度後遺障害者の支援の一環として、短期入院の利用促進という観点から意見交

換会を平成２２，２３年度に実施しておりました。その中身につきましての説

明になります。短期入院につきましては、患者さんご本人、それから家族にと

りまして、安定的な在宅の生活を送る上で非常に重要であるということ、それ

から潜在的ニーズも高いということでありますが、実態的には、利用がなかな

か進んでいないという状況であります。そこで、短期入院に係る事業をより使

いやすいものにすることが必要だろうということで意見交換会を開催してきた

という経緯であります。本懇談会の委員でもあります赤塚委員、桑山委員、東

川委員のご参加をいただきまして、あと、医療関係の方にもメンバーとして入

っていただいて、意見交換を進めて参りました。とりまとめの内容としまして

、 、は 短期入院の受け皿となります協力病院の数を増やす必要があるということ

それから本来は長期の治療・看護を行う療護センターでありますが、医療水準

・看護水準が高いということでニーズが非常に大きく、短期入院の受入病床を

の拡大を検討できないかということ、それからＮＡＳＶＡにおけるコーディネ

ートの実施、それから短期入院を行う際に経済的な支援を充実できないかとい

うこと、それから医療ソーシャルワーカーに事業の周知を図るということでご

ざいます。取組状況ですが、協力病院の追加指定につきましては、２２年度、

２３年度、それぞれ９つの病院を追加の指定しておりまして、この７月現在で

全国で９８の病院が指定をされております。それから療護センターにおける短

期入院の受入れでありますが、千葉の療護センターにおきまして、一つベット

を短期入院専用に拡大しております。それからＮＡＳＶＡにおきまして訪問支

援の際にコーディネートを実施しているということと、補助制度につきまして

は、年間の上限額を平成２３年度から３０万円を４５万円に拡大をしておりま

す。それから医療ソーシャルワーカーへの周知につきましては、研修の場を活

。 、 ，用して実施しているというところです 実際の補助実績でございますが ２１

２２，２３年度と、少しずつ増えてきているということで、施策の効果が出て
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いるといえるのではないかと思います。そして、２４年度の対応でございます

けれども、短期入院の促進事業を含む被害者救済対策の課題につきまして、広

く意見交換会を開催して、必要な対策について検討を行いたいと考えておりま

す。検討の課題としては、例えば相談支援事業のあり方についての検討であり

、 、ますとか 障害者支援施設等に短期入所ができるかできないかの可能性の検討

それからいわゆる介護されている親御さんが亡くなった後の問題の継続的な検

討を考えております。

それから次に５ページであります。ＮＡＳＶＡにおける委託病床の拡充の検

討でございます。現在ＮＡＳＶＡにおきましては４カ所の療護センター、２カ

所の委託病床という形で療護施設を運営しております。比較的順調に活動して

おりますけれども、多くの被害者の方に公平な治療機会を確保する観点から、

既存の施設から地理的に離れた地域、いわゆる空白地域と言っておりますけれ

ども、こういった地域に居住されている方のニーズにどのように応えていくの

かということが課題になっておりました。そこで、この左下にございますが、

委託病床の拡充にかかる検討委員会というものをＮＡＳＶＡの中に設けており

まして、どういう地域に立地が必要か、どれぐらいの規模が必要かということ

。 、 、を検討して参りました 昨年６月に近畿地方と関東地方 それぞれ近畿１６床

関東１２床必要だろうということで検討結果が得られたところであります。こ

れを受けまして本年１月から審査委員会というものを設置いたしまして、具体

的に委託先を選定する方法でありますとか、選定の基準について決定をしてき

たというところであります。６月には一般競争入札の手続きの実施を致しまし

て、近畿地方につきましては、泉大津市立病院を委託先病院として決定してお

ります。なお、関東地方については、入札では決まりませんでしたので、引き

続き、決定に向けた取組を実施しているところであります。

続きまして６ページでありますが、脳脊髄液減少症に関する取組についてと

いうことでございます。脳脊髄液減少症とはどういうものかということでござ

いますが、交通事故あるいはスポーツといったことにより外傷を受けた後に脳

脊髄液が漏れ出し減少することによって、起立性の頭痛あるいはめまいといっ

たものが出てくるというこういう病症であります。どうしてそういう病症が発

生するのかという発症のメカニズム、あるいはその治療法、こういったものに

つきましては、まだ医学的には十分解明されていないという状況にあります。

そこで厚生労働省の方で平成１９年度から補助金によりまして「脳脊髄液減少

症の診断・治療の確立に関する研究」というものを実施してきたという経緯が

。 、 、 、ございます 平成２３年１０月には 一部の症状につきまして 画像判定基準

画像診断基準というものが出されまして、学会の了承を得て公表されたという

経緯であります。それから脳脊髄液減少症の治療法の一つでありますブラッド
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パッチ療法、これは患者さんご本人の血液で液が漏れだした場所を埋めるとい

う療法でありますが、それにつきまして、先進医療の適用が行われたというと

ころであります。こういった状況に対応いたしまして国土交通省の取組でござ

いますけれども、まず一点目、保険会社等への指導を行ったというところであ

ります。昨年１０月の画像診断基準の公表を受けまして、自賠責制度におきま

して、この基準を活用するよう、保険会社等に対しまして、指導を実施してお

ります。また７月のブラッドパッチ治療の先進医療適用につきましては、保険

、 。会社等に対しまして そういう状況であるという情報提供を実施しております

それから二点目に自動車運送事業者への啓発ということも行っております。こ

れは被害者団体からのご要望がございまして、この脳脊髄液減少症がどういっ

た症状であるのかということの理解を広めるということを目的といたしまし

て、自動車運送事業者、具体的にはバス、タクシー、トラックといった関係団

体に対しまして啓発を実施したということであります。それから三点目、厚生

労働省との連携であります。厚生労働省の研究班の研究の成果、あるいはその

成果を受けて社会保険、労災保険制度の動向に関する情報交換を行うことを目

的といたしまして、連絡会を５月に設置しております。

それから次に７ページでございますが、高次脳機能障害に関する取組につき

まして、ご説明を致します。高次脳機能障害でございますが、これは自動車事

故等による頭部外傷等によりまして、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社

会的行動障害等が生じ、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難

になるという障害をいいます。この障害につきましては、判定に難しい面があ

、 。るということで 特別な認定の仕組みを設けて１３年度より実施しております

高次脳機能障害の可能性のある案件につきましては、損害保険料率算出機構に

あります自賠責保険審査会におきまして専門のお医者さんによる審査を行った

上で後遺障害等級の認定を行うという手続きで進めているところでございま

す。一方、近年 という症状が問題となっておりまして、軽度外傷性脳損MTBI
傷という症状でありますが、軽度の頭部の外傷によって重度の障害が生じる、

こういう症状でございます。その場合に意識障害や画像所見がない場合がある

ということでございまして、そもそも審査の対象とならないという誤解があっ

たわけであります。そこで平成２３年の４月に審査対象基準の書きぶりを改め

ております。意識障害や画像所見を必ず要するという誤解がないように記述を

改めたという見直しを行っております。それから、事故直後の状況を把握する

ために医師等に送付する調査様式につきまして、救急隊が現場で確認するなど

して得られました来院前の意識障害の状況を記載する欄を設けるなどしており

ます。その結果、審査の件数がどのようになっているのかというのが下にござ

いますけれども、平成２２年度審査の件数が４，２１４件ありました。平成２
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３年度にはこれが４，８１４件に増加をしております。それに伴いまして、認

定の件数も増えているというところであります。これにつきましては審査対象

を明確化することによって増加したのではないかというふうに関係者は見てお

ります。

それから次に８ページをお開き下さい。無保険車対策についてという項目で

ございます。国土交通省におきましては、自賠責保険への確実な加入を図ると

いう観点から無保険車対策を実施してきたところですが、昨年秋に会計検査院

からいくつかご指摘を頂きました。このご指摘を踏まえまして、一層対策の充

実に取り組んでいるところであります。まず一つ目の対策として自賠責制度の

というものを行っております。常日頃から関係業界を通じまして加入促進PR
を図っているところでありますが、毎年９月には自賠責制度の重要性や必要性

について キャンペーンを実施しているということであります。それから二PR
点目ですが、警察と協力した街頭での取締りであります。地方運輸局、支局の

職員が警察の協力を頂きまして幹線道路等で保険に入っているかどうかという

ことの確認をして指導をしているところであります。これにつきまして会計検

査院からいくつかご指摘がありました。まず一点目が確実に実施をするように

と。若干、実施していない、十分でないものが見られましたので、そういうご

指摘を頂いたというものであります。それから無保険車を見つけた時は警察当

局に伝達することも明確にしました。この連絡について一部不十分なところが

ありました。それから整備部門との情報の共有を図るようにということ。対応

状況でありますが、昨年１１月に地方運輸局等に対しまして周知・徹底という

ことをもう一度図ったというところでありまして、対策の充実を図っている次

第であります。それから保険の加入状況の管理業務であります。車検制度がご

ざいません軽二輪、原付についての保険の確認につきまして、保険会社から保

険の加入に係るデータを国土交通省が頂いて、そのデータを元に契約が更新さ

れていない方にダイレクトメールを発送して注意喚起をさせていただいている

ということをやっております。検査院からの指摘としては、保険会社から頂く

データのフォーマットが会社によって若干まちまちであるということから、国

の方で検索をして更新していない方を見つけるわけでありますが、手続きに若

干手間がかかっている、こういうご指摘でございました。対応状況につきまし

ては昨年１２月に保険会社に対しまして、データの統一をお願いしました。保

険会社等におきましても対応をしていただきまして、よりデータの有効活用が

図られているというところであります。それから４点目、駅前広場等における

監視活動であります。これは軽二輪、原付が止めてある場所を巡回いたしまし

て、保険の標章が貼っていないバイクなどにつきまして、ハンドルに通知書を

付け、注意喚起を行ったということです。これにつきましても一部十分でない



- 9 -

というご指摘を受けまして、国土交通省としては昨年１１月に地方運輸局に対

して周知徹底し、対策の充実を図ったというところであります。その他の指摘

MOTAS MOTASとしまして、 、これは自動車の登録システムでありますが、

を活用した無保険車対策を検討するようにという提案を頂いております。これ

は、 では車検の切れた車についての情報が分かるということで、車検MOTAS
切れ車についてこの無保険車対策をできないかという検討のご提案でございま

す。対応状況でございますが、車検切れ車につきましては、車として使う予定

はないけれどもそのまま登録しているというもの、あるいは実際使う可能性の

あるものと状況がまちまちでありますので、車検切れ車がどういうものである

かということをそのあたりの状況を分析した上で効果的な実施方法について検

討したいというところです。以上が無保険車対策であります。

それから次、９ページをご覧いただければと思います。自賠責の保険料につ

いてということであります。自賠責保険の保険料につきましては左のグラフに

ございますが、平成２０年度に大幅な引下げを行っております。その後、保険

収支の赤字が大きくなったという状況を踏まえまして２３年度に一回値上げを

しているところであります。その際２５年度にもう一段階保険料を値上げする

という方針が自賠責保険審議会で挙げられております。こういった動きを受け

まして、二つ検討事項がございます。一点目が付加保険料、これは保険会社の

、 、方の経費についての見直しでございますが こちらは業務実態を踏まえまして

損保協会・料率機構におきまして基準の見直しが検討されております。今年１

月の自賠責保険審議会において報告されておりまして、その結果は平成２５年

度の保険料の改定に反映される予定となっております。それからもう一方で、

。 、 、運用益事業の見直しについてでございます この運用益事業について 効率的

効果的に行われているかということにつきまして、精査をするということで見

直しの検討を行っております。これは、今日の後半にご審議いただきます。

それから１０ページをお開きください。政府保障事業業務委託費の見直しに

ついてという項目であります。政府保障事業、具体的にはひき逃げ、無保険の

場合、自賠責保険の支払いがございませんので、被害者救済の観点から政府が

加害者に代わっててん補するという制度であります。加害者に対して求償する

という流れになっております。この業務のうち被害者との窓口となって請求の

受付を行うあるいは損害額を調査する、保障金の支払いを行う、ここの業務に

つきましては、保険会社等に委託をして実施しているところであります。その

委託の経費につきまして、平成２２年１０月に事業仕分けでご指摘を頂いたと

いうものであります。ご指摘の内容は実際の業務量に応じた単価の設定など委

託費の縮減に努力されたいということであります。国土交通省の対応としまし

ては、実際の業務量に応じた単価設定による業務委託費の縮減のために省令の
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改正を平成２３年に実施しております。その結果、右下に予算額の推移がござ

いますが、平成２２年に８億８，１００万円でありました予算額が、平成２４

年度に８億３００万円というように９％縮減をしたところであります。

それから１１ページでありますが、自動車損害賠償保障事業賦課率の見直し

であります。先ほどご説明しました政府保障事業に必要な経費に充てるために

自賠責保険保険料の一定割合をこの賦課金として頂いているということであり

ます。賦課金の金額につきましては政令で定められております。この資料の真

ん中に算出式としておりますけれども、保険料を純保険料、これは保険金に充

てられるお金と、付加保険料、これは保険会社等のコストにわけてそれぞれに

賦課率を掛けて算出しております。保険料の改定が行われますと自動的にこの

賦課金の額も変わってしまうということで、必要な額の賦課金を頂くという観

点から、保険料の改定と併せまして賦課率、掛ける率について見直しを行うと

いうものです。

それから次に１２ページ、一般会計からの繰戻しについてですけれども、旧

自賠責の特別会計の保険勘定、現在では自動車事故対策勘定といっております

けれどもこれと保障勘定の二つの勘定から一般会計に平成６年度、７年度、併

せて１兆１，０００億円あまりの額を繰り入れております。その後、６，９０

０億円あまりを繰戻しを頂いておりまして、まだ、元利あわせて６，０００億

円強、繰戻しがされずに残っているものがございます。繰戻しの期限につきま

しては、財務大臣と国土交通大臣の間に合意がありまして、平成２４年度から

平成３０年度までの間に繰り戻していただくと、こういうことになっておりま

す。国土交通省としては、財務省と粘り強く協議をして参りたいと考えており

ます。

それから最後１３ページでありますが、関越道における高速ツアーバス事故

に対する対応についてということでご報告をさせていただきます。まず事故の

概要でありますが、４月２９日の早朝、関越自動車道の上り線藤岡ジャンクシ

ョン付近におきまして、いわゆる高速ツアーバスが４５名の乗客を乗せて走行

中に衝突をいたしまして、乗客７名が死亡し、３８名が重軽傷を負うという事

故が発生したわけであります。この高速ツアーバスという形態ですが、旅行会

社の旅行商品でありまして、利用者は旅行会社と契約をして、代金を支払い、

旅行会社が手配した貸切バスに乗るという形態であります。この事故後の国土

交通省の対応でありますけれども、事故発生を受けまして対策本部を設置して

おりまして、情報収集、連絡調整を行ったというところであります。それから

被害者の支援の観点から、国土交通省の本省、被害者支援室がございますが、

これに加えまして、石川、富山の運輸支局におきましても相談窓口を設置して

対応しているという経緯がございます。それから事故の後、安全に関わる問題
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点、例えば安全確保が十分でない貸切バスがある、それから貸切バス会社と旅

行会社の関係が不明確である、あるいは利用者への情報提供がどうなっている

のか、といったいろいろな問題がございましたので、検討チームを設けて、検

討を行って参りました。６月１１日には安全規制の強化ということでとりまと

めを行った次第でございます。一番下にございますが、緊急対策と今後引き続

き検討すべき事項に分かれております。今夏の多客期の安全確保のための緊急

対策としましてはここにございます１０項目を挙げてございますが、これにつ

きましては、すでに７月中に実施をしている次第であります。それから右側の

引き続き検討すべき事項、これは制度的な問題などについてということであり

ますが、これについては７月以降検討していくというものであります。

私の方からは以上でございます。

（落合座長）はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明につい

、 、 、 。 。て ご質問 ご意見等がありましたら お願いいたします いかがでしょうか

はい、どうぞ。

（桑山委員）資料の３ページのところなんですが、被害者援護業務の充実のと

ころなんですけれども、重度後遺障害者への支援の強化のところで、介護料受

給者の６０％を訪問と書いてあるのですが、その他の資料を見ていると今すで

に４２％まで達しているので、平成２４年度から２８年度までの５年間の計画

ということであれば、ぜひ１００％まで訪問していただけたらと思います。こ

の４２％が６０％というのはかなり低い。今後ＮＡＳＶＡが被害者援護をメイ

ンとしてやっていくということであれば、ぜひとも１００％でお願いしたいと

いうところであります。以上です。

（落合座長）はい、では事務局の方から。

（ ） 。 、後藤参事官 お答えいたします ６０％目標というのは６０％でいいですよ

というのではなく、さらにもっと可能な限りやっていただくつもりですので、

実施に当たりましては所要の体制、人員でありますとか地域でありますとかが

ございますので、そういうものを見ながら、できるだけＮＡＳＶＡにはがんば

っていただきたいと思います。

（落合座長）桑山委員いかがですか。

（桑山委員）目標なので１００％と書いて欲しいなというところでありますけ

れども。実際に６０％と書いてしまうとそこが限度になってしまうかなと。目
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標をより高めに設定していただけたら、私としてはうれしい。

（德永理事）ＮＡＳＶＡの德永でございます。委員のもっとがんばれというの

につきましてはＮＡＳＶＡとしては、できるだけがんばりたいと思っておりま

す。ただ、人員等の制約もございますが、６０％というのは上限という意味で

はなくて、最低６０％は達成するという意味でＮＡＳＶＡとしてもがんばって

いこうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

（落合座長）これが最高限度の目標ではない、これが最低のレベルだというこ

とで、これだけやれば立派ということで終わるのではなく、ここはぜひＮＡＳ

。 。 。ＶＡもがんばるようにしていただきたい 他にいかがですか 堀野委員どうぞ

（堀野委員）８ページの無保険車対策ですが、私の認識では確か日本の無保険

車率は結構低い。多くの方が加入していると聞いています。ここには実態が書

いてないのですが、それを教えて欲しい。現状どうなっているのか。それから

， ， ， 、気になっているのがブルーで書いた１ ２ ３ ４の２のところですけれども

検査院から指摘を受けた３つが書いてありますよね。右の方にこのように対応

しましたということが書かれていてそれはそれで理解できるんですが、この左

側の指摘を受けた事項というのが意外とですね、こういう言い方は失礼かもし

れませんが、ちょっとレベルが低いと思いました。言い換えると、こんな現状

なんですかという印象を受けました。正直驚いたのですが、しかしそれでも、

無保険車は多くの場合５０ バイクというふうに聞いておりましたけれどCC
も、その現在の実態がどのようなのかということと、車種別分布、検査院から

指摘を受けたことは本当にこうなんでしょうかということ、もし本当であれば

どうしてなのかということを教えていただきたい。

（落合座長）それでは事務局お願いします。

（後藤参事官）まず無保険車がどれくらいなのかという統計につきましては、

なかなか把握する方法がなくて、一つ把握する方法としましては、この資料に

もございますが、警察と協力した街頭取締り、実際に走っている車をチェック

した結果というものがございます。全体で申しますと２３年度でありますが、

１６，４７９の車両につきまして、確認しましたところ、１３７台が無保険車

でありました。割合的には０．８３％ということになります。どういう内容か

と、車種でございますが、自動車が１３，９７０台のうち４７台、これは０．

３４％ということになります。それから原付、軽二輪、これが２，５０９台チ

ェックをして９０台、これは３．５９％ということであります。それから検査
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院からのご指摘でありますけれども、これは、毎年計画を作って何回実施しま

すという計画を立ててその上で実施しているものですけれども、天候が悪くて

実施できなかった部分もあり、その穴埋めができなかったというところ、それ

から人員とかそういうものであります。そういうところについてご指摘を頂い

ているというところであります。

（落合座長）堀野委員、よろしいでしょうか。他にどうでしょう、藤川委員ど

うぞ。

（藤川委員）来年度からまた自賠責保険料が上がるということで、前回は事務

管理費等が正しく使われているか、無駄がないかということで約７３億円節約

する結果が一年間の皆さんの努力で出たんですが、一方で純保険料が正しく使

われているか、無駄に使われていないか検証すべきだろうと思っております。

例えば物損事故で軽傷の場合に、一週間以内に医療機関に関わらないが、医業

類似行為に行き、その施術証明書で自賠責保険が支払われているという情報提

供がありました。我々医療機関としては、必ず交通事故が起きた際には医者に

診断書を書いてもらうようにしていただきたい。我々は厳しく診断書でどのく

らい治療期間がかかるのか、推定で、最短どのくらいで治るのかということに

、 、 、つきましては 必ず警察から問い合わせが来まして それに応じて入院の期間

あるいは通院の方は通院の期間を診断書として発行し、それが警察に届けられ

て初めて人身事故であるという証明がされ、事故証明が約一週間で発行されて

自賠責保険が稼働し始めるという認識を国民の方も我々医療機関も持っており

ます。しかし、当初は物損事故で処理をされているような交通事故の案件が途

中から人身事故になった場合、医療機関に来ないで治療が続けられて、そして

、 、その期間が半年とか一年とかになって 最終的に後遺症診断書を書いてくれと

医療機関に来た場合に、医療機関にはカルテがないわけですね。現実的には書

けない。今回、先進医療で脳脊髄液減少症がいわゆる司法の方から診断基準を

出してくれということで、学会が努力され出ておりますが、疾病の概念につい

ては、正しく確定診断まではいってないのですね。現在の医療で分かる範囲で

の画像診断で「たぶん 「だろう」というところまでしかいっていない。それ」、

はなぜかというと「むち打ち」は解剖できないからなのです。外科的手術がで

きず、画像でしか間接的に証明できないということで非常に難しい問題が残っ

ている。症状は軽いですが、半年や一年間治療をするとそこには慰謝料、休業

補償が発生してくる。そうすると自賠責保険の保険金が発生してくる。ここが

我々医療機関には見えない部分なのですね。自賠責保険の健全な取扱いという

点において物損事故の後に人身事故になった場合には必ず被害者である国民は
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まず医療機関にかかる、そして医学的な診断を受けて、そこで診断書を発行し

てもらうということが重要なことです。いきなり後遺症診断を書いてくれとい

われても、我々もカルテがないわけですから書けないですし、国民を守ること

もできない。国土交通省、あるいは自賠責を扱う金融庁もそうですが、縦割り

行政を乗り越え、警察とも協力していただいて必ず人身事故になった時点にお

いては医療機関にかかるように指導をしていただきたい。

（落合座長）そのような要望が出されましたが、いかがですか。

（後藤参事官）今のご意見につきましては、実態もよく踏まえながら、関係機

関ともご相談して参りたいと思います。

（落合座長）他にいかがでしょうか。藤村委員どうぞ。

（藤村委員）一点教えてください。３ページの安全指導業務等の充実のところ

で、ユニバーサルサービスを確保していくとありますが、このユニバーサルサ

ービスはどういうことを意味しているのか。何となくわかったような気にはな

るのですが、これがどういうことを意図しているのか、というのが一点。それ

から、４ページの短期入院の関係するところですが、平成２４年度の意見交換

会の課題として、親亡き後問題の継続的な検討とあります。短期入院の利用促

進等に係る意見交換会の中でこれが検討されたということは、両者、すなわち

親なき後問題と短期入院利用の促進とはどういう関わりを持っていたんでしょ

うか、これが二点目です。

（後藤参事官）まず一点目、３ページのユニバーサルサービスの意味というこ

とですけれども、安全指導業務で行っております指導講習、適性診断につきま

しては、法的な枠組みの中で利用者の義務となっております。利用者は全国津

々浦々おりますが、一方で民間参入の促進という話がございまして、民間でで

きるものは民間に任せるというものでありますが、どうしても地方部では民間

が出てこないというのもございますので、そういうところで安全指導業務につ

、 、いて提供できる体制が必要だろうと そういう意味でユニバーサルサービスと

全国津々浦々どこでもそういったサービスを受けられるという意味でございま

す。

（藤村委員）それは共通認識と思ってよろしいですか。

（後藤参事官）はい。それから４ページのところの短期入院のところの親亡き
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後問題の位置づけでございますが、私の説明が不十分でありまして、親亡き後

問題は短期入院の意見交換会というよりも２４年度にもう少し幅広いテーマで

意見交換を行う。この意見交換会のテーマとして、短期入院に加えまして親亡

き後問題についても検討していきましょうという趣旨でございます。

（落合座長）それでは堀野委員、どうぞ。

（堀野委員）ありがとうございます。ちょっと気になっていたんですが、１ペ

ージの一番下に平成２６年度４月以降に新法人として交通安全環境研究所と検

査法人が統合した後、自動車アセスメント業務を新法人に移管、そして３ペー

ジに左下に自動車アセスメント業務の移管とあって、そこには新法人への円滑

な移管というようにございます。一年か二年前のこの席で、新政権の事業仕分

けに引っかかって、アセスメント事業がナスバ業務から外されたということが

ございました。私はかなり強く反対した者の一人なんですが、現在、まだアセ

、 。 、スメントは移管されていないということですね それを確認したい となると

現状はどのような形でアセスメントを進めているのか。実はあのアセスメント

は大変評判がよろしいと思います。質も高いし、日本の車の生産の安全性を担

保している。国交省さんが中心でやっており、今はナスバにやってもらってい

るわけですけれども、他の所（機関）では、置き換えられない性質のものとし

て、いい意味で頂点に達しつつあった制度だと思うんですね。この実情をよく

お判りでない政治家と申しますか、あの人たちが変に介入してきて、変に介入

というのも何ですが、実態をよく分からないで形だけを優先してあの結果にな

って、関係者は非常にショックを受けていたんですよ。資料によれば、現在で

。 。もこれは安定状態には達していないということでしょうか 移管ということは

そうすると途中の過渡的な措置と移管した後に従来通りの質が継続的に保証さ

れるのかということが気になりますので、そのあたりの背景と展望についてご

説明願います。

（落合座長）それでは、事務局お願いします。

（後藤参事官）経緯についてご説明いたしますと、最初の独法の見直しの中で

は、アセスメント業務については交通安全環境研究所に移管と、堀野先生がお

っしゃっていた通りと理解しておりますが、その後、昨年秋に行われた議論、

この１月に閣議決定されましたが、その結果、交通安全環境研究所と自動車検

査独立行政法人が統合するということになりました。その結果、もともとは研

究所に移管というものが、研究所と検査法人の統合後の法人に移管するという

ことで閣議決定がなされたということであります。そういう意味では、事情が
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変わったということであります。次にアセスメントが現状どうなっているのか

ということでありますが、引き続きナスバで従来通り行われておりまして、こ

の業務を研究所と検査法人の統合後の法人に移管するわけでございますので、

その移管をどのように行っていくのかということにつきまして、この５年間の

いずれかのタイミングのうちに行うということでナスバの計画に位置づけられ

ているということです。

（堀野委員）はい、ありがとうございます。ということは５年かけてというこ

とですね。つまり言い換えると慎重にということですね。もっとはっきり言う

と質をナスバさんがやっていた事業の質を維持したいという気持ちが強いとい

う理解でよろしいですか、５年間で円滑に移管というのは。

（後藤参事官）失礼いたしました。５年間をかけてではなく、５年間のうちの

いずれかのタイミング、具体的には平成２６年４月以降のタイミングで移管を

するということです。ただ、どのタイミングで統合するのか、どのタイミング

で移管するのかということにつきましては、まだ現在調整中で、現時点では具

体的に申し上げられないというところです。

（堀野委員）関係者が非常に気にしているのは、測定方法とか、日本独特の、

例えばボンネットとフロントガラスの境目に頭部をぶつけた場合の安全担保と

か、横断歩道上の歩行者が轢かれた場合の下肢安全担保とか、日本独特の方法

を、客観的計測方法として提案しているわけですね。そういう技術が形骸化さ

れてしまわないかと恐れているんですが、それは大丈夫なんですね。そういう

質的な保証が気になっているんです。制度的な移管によって質が落ちるのでは

元も子もないのですが、そのあたりは大丈夫でしょうか。

（後藤参事官）円滑な移管となっておりますので、サービスの質を低下させる

ことなく、円滑に移管をしたいということであります。

（落合座長）はい、よろしいでしょうか。他に。矢代委員どうぞ。

（矢代委員）資料の１２の一般会計からの繰戻しの問題についてでございます

が、日本自動車連盟の矢代でございますが、先ほどの説明におきまして、国交

省において財務省と鋭意交渉されているということですが、しっかりとその辺

ちゃんとやっていただきたいと思います。平成２５年度には自賠責保険料の再

度の値上げが予定されているわけでございますので、このような不明瞭な積立

、 、金の流用が放置されておりますと この自賠責制度に対する信頼を失いますし
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保険料を納めております一般ドライバーの不信を招くと思いますので、どうぞ

しっかりと繰戻しをお願いしたいと思います。以上でございます。

（後藤参事官）ご意見を踏まえて対応したいと思います。

（落合座長）しっかりと対応するということですね。他に。藤川委員。

（藤川委員）二つですが、一つは先ほどの低髄液圧症候群のところで、国土交

通省と厚生労働省で連絡会を平成２４年５月に設置されたということですが、

もし参加できるのであれば、日本医師会や日本医学会、いわゆる関係学会や、

関連の医療関係団体も参加させていただければ、中身の濃い議論ができるかと

思います。我々日本医師会で交通事故の場合の健康保険の使用について調査を

致しました。料率算定機構によりますと１割程度の健保の使用というデータが

出ているのですが、厳密に調べてみると、診療所の外来での健保の使用が１割

程度ですが、入院につきましては、５割程度において健康保険が使われている

という状況です。そうなると求償の義務が発生してくる。求償をするためには

持病の高血圧、糖尿病等の本来健康保険で治療するべきものを除いて、第三者

行為の部分を自賠責保険に求償をするというのが筋ですが、結果的にカルテや

レセプトでは区別されていない、いわゆる第三者行為の扱いがされていないと

いうのが２，３割明らかになっているのです。そうなると、自賠責保険には求

償できないわけです。レセプト上では交通事故による外傷なのか、第三者行為

の届出がないと分からないということです。去年の８月に、厚労省の方から第

三者行為等に関してはきちんと求償するようにとの通知は出していただいてお

りますが、実態としてはまだまだされていない。そうするとまじめに求償する

と、この自賠責の保険の財源はさらに不足してきます。大きな病院から多額の

求償があると、来年度の保険料の値上げでは追いつかないことが起こりうる可

能性があるわけです。しかししっかりしないと健保財源が傷つくというわけで

す。第三者行為でやったものを健康保険で支払うというのは筋が違います。あ

くまでも立替え払いです。健康保険の財源が苦しいために協会けんぽは保険料

を１０％も値上げをして約２年分の赤字を補てんしたところですが、本来は自

賠責保険に流用されていなければ、健康保険の保険料を下げられるわけです。

健保の財源も守らなくてはならないが、自賠責保険の財源も守らなくてはなら

ない。きちんとした財源としては法律に基づいて使うべきであり襟を正さなく

。 。てはならない時期にきていると考えられます 保険料を上げる場合は特にです

、 、 、 、国土交通省 厚労省 総務省も関係ある 縦割りを乗り越えて未収金の問題や

求償されていない問題に関しては、数字をきちっと出していっていただきたい
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ということでよろしくお願いします。

（後藤参事官）一点目の連絡会につきましては、厚生労働省ともご相談をして

みたいと思います。二点目の求償につきましても、よく実態を確認した上でご

意見を踏まえまして検討して参ります。

（落合座長）他にご意見。斉藤委員どうぞ。

（斎藤委員）日本自動車会議所の斎藤でございます。先ほどの発言に若干重な

りますけれども、１２ページの一般会計からの繰戻しについて若干申し上げた

いと思います。まさに先ほどのご発言の通り、保険料が来年値上げをされると

いうことはなかなか自動車ユーザーとしては納得しがたいということでござい

ます。ぜひ、具体的に、例えば毎年少しずつでも返済していくというような現

実的な計画をぜひお示しいただきたいというふうに思っております。またかつ

てはこのような計画は一度も示されたことがないということで、ぜひこの機会

に具体的に、単に先送りにするということではなくて、少しでも良い方向に向

かうような計画をお示しいただきたいというふうに思っております。最後もう

一点申し上げます。当然ながら自動車事故対策事業は安定的に運営されていく

ことは言うまでもありません。しかしながら、今後もこの財政難が続くという

ような見通しが非常に強い中では、この積立金を一般財源とみなす動きが復活

することを危惧しております。したがいましてまず、一般会計繰入れ分を全額

返済いただきまして、そこから、そこが本来の出発点として、自動車事故対策

事業を安定的に運営していく抜本的な国の対策について検討をお願いしたいと

いうふうに思っております。以上です。

（後藤参事官）繰戻しの関係につきましては、繰返しになりますけれども、早

期の繰戻しを求めまして財務省と粘り強く交渉して参りますので、ご理解をお

願いいたします。

（落合座長）他にございますでしょうか。それでは、特にないようですので、

最初の議題につきましては、これまでとして、次の議題に移らせていただきた

いと思います。次の議題は運用益事業の見直しについてというものですが、こ

の議題につきましては、これまでに２回有志会議を開催してきまして、議論を

重ねて参りました。そして、本日の会議におきまして、その結果を報告しても

、 。 、らい その上で本懇談会としての意見をとりまとめたいと思います それでは

まず最初に運用益事業の見直しにつきまして、事務局の方からご説明をお願い

いたします。
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（後藤参事官）それでは、ご説明いたします。運用益事業の見直しに関します

資料ですが、資料２という資料、別紙、参考資料の三つございますが、まず、

この参考資料の右上に参考資料１と書いてあります資料、運用益事業の精査の

経緯等についてという資料について、ご説明させていただきます。いま、落合

座長からもお話がございましたように、この運用益事業の精査につきまして、

これまで経緯がございます。もともと平成２３年の自賠責保険審議会におきま

して、運用益事業について精査したらどうかというご提案がありまして、その

ご提案を踏まえまして、昨年の６月のこのあり方懇談会におきまして、この枠

組みで見直しをしていくということになったという次第であります。その後、

昨年１２月には、あり方懇談会委員の有志・代理による会議を開催しまして、

見直しの方向性、基本的な考え方につきまして、ご議論とりまとめいただき、

今年１月の自賠責審議会におきまして、見直しの基本的な考え方や方向性につ

きまして、ご報告をしたということでございます。その後、各事業の各論のと

ころの精査を行って参りました。今年６月には、あり方懇談会委員有志・代理

による会議によりまして、各事業の具体的な精査の案につきまして、ご意見を

頂き、そのご意見を踏まえましてとりまとめましたものが、本日、ご説明する

資料ということになっております。そして、本日、とりまとめいただければ、

来年１月の自賠責審議会にご報告するという段取りを考えております。

それでは、資料２をご覧いただければと思います 「運用益事業の見直しに。

ついて（案 」という総論部分についてご説明いたします。まず、１の運用益）

事業の意義というところですが、ここでは制度の趣旨や根拠の法律について書

いてあります。保険会社、ＪＡ共済、国はそれぞれ自動車損害賠償保障法の規

定に基づきまして、運用益事業を実施しているということでございます。運用

益事業につきましては、被害者の保護の増進に資する事業や自動車事故の発生

防止に関する事業を行うということになっております。それから、二つ目の段

落では、官民の役割分担につきまして記載しております。国が全国一律に提供

されるべき事業を実施している。一方、保険会社及びＪＡ共済では、国の取組

を補完・促進するもの、あるいは先駆的な事業等を行っているということであ

ります。

次の経緯につきましては、先ほど説明したとおりであります。

それから、３の見直しの基本的な考え方ですが、まず、被害者の保護が後退

することがないように留意するということを前提にしまして、三つの論点で検

討しましょうとして、それぞれ掲げております。まず、一つ目の論点が運用益

を財源とすることについてです。自動車ユーザーが支払った保険料に係る準備

金の運用益を財源としておりますので、そのような観点から、適切なものかど
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うか。いわば財源論ということです。二つ目は、事業の対象の範囲についてで

ございますが、被害者の保護の増進に資するものということが運用益事業の趣

旨になりますので、この趣旨から見て必要性が高いものであるかどうか。いわ

ば、必要性という観点から確認が必要であるということです。それから、三点

目は財源の効率的な運用についてということです。限られた財源により被害者

の保護の増進を最大限に図るということから、効率性が高いものであるかどう

か。なお、効率性という点につきましては、被害者救済事業はなかなか効果の

定量的な把握が難しいということも加味しまして、効率的かどうか考えていき

ましょうということです。それから （２）の運用益事業の見直しの方向性に、

ついてですが、以上の論点を踏まえまして、事業の対象の適切性、優先度、効

果等を検証する。その検証結果を踏まえて見直しを行う。それから、今後の事

業のあり方につきましては、国におきましては、被害者援護業務に重点化を図

るということにされておりますので、これを踏まえて、事業の具体的な選定に

向けた作業を行うことになります。なお、被害者援護業務のあり方につきまし

ては、被害者のニーズをよく踏まえて、検討をすることになります。そして、

事故防止対策事業につきましては、先ほどお話したバス事故のようなこともあ

りますので、特に効果的な事業に重点化して実施していくということが期待さ

れています。それから、この懇談会、あるいは自賠責保険審議会等の場を通じ

まして、関係者の方の意見を把握して、事業の検討をして参ります。

次に４になりますが、運用益事業の各事業の検討ですが、２５年度における

事業の方向性を別紙のとおり検討したということであります。２５年度に向け

た細かな方向性、具体的な内容につきましては、これから引き続き精査を行っ

て参ります。

それから、５の運用益事業の選定についてですが、事業の選定に当たりまし

ては、自動車事故の被害者、自動車ユーザー、さらに国民全般の理解を得るた

めの取組が必要であるということ、そのためには、事業の選定の説明責任を果

たしていくということがありますので、例えばインターネットのホームページ

を活用していくことを考えております。以上が総論の部分になります。

続きまして、別紙につきましてご説明いたします。Ａ３の資料になりますけ

ども、こちらにつきましては、国、保険会社、ＪＡ共済の運用益事業につきま

して、事業主体ごとに色を分けております。内容によって３９の項目に整理し

たものになりますが、ただ個別事業には、細かい事業もありますので、必ずし

。 、も一つの事業が一つの項目に対応している訳ではございません 資料としては

事業の内容と２２年度から２４年度までの予算、それから基本的な考え方の論

点のどの部分に該当するかということ、検証結果、それから、これまでに頂い

たご指摘とそのご指摘に対する考え方とありますが、今回は検証結果というと
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ころを中心にご説明したいと思います。この検証結果のなかには、廃止となっ

ている事業が二つございます。まず一つは、３ページ目の下の方にあります国

の無保険車防止対策事業です。無保険車対策につきましては、先ほどご説明し

たように国において実施しているところでございますが、こちらで廃止として

おります事業は、民間の方に補助金を出しまして、自賠責保険の周知などをお

願いしておりますけども、これにつきましては、必ずしも効果が見えてこない

ということで、２３年度に廃止をしたものになります。それから、廃止のもう

一つの項目は、５ページの上の方にありますオムニバスタウン整備総合対策事

業であります。２４年度をもって廃止しております。それから、次に拡充とい

う項目が三つありまして、まず、２ページの上のところにあります重度後遺障

害者に対する支援ということで、これは自動車事故対策機構が実施している事

業でありますが、療護施設の運営等被害者の方の救済事業です。また、その下

にあります在宅の重度後遺障害者に対する支援につきましても拡充としており

ます。これらはいずれも拡充となっておりますが、単なる拡充ではなくて、上

の運営費交付金につきましては、機構の業務運営の効率化を図りながら、被害

者支援に重点化を図る。それから、下の方の拡充につきましては、被害者のニ

ーズを踏まえて、事業内容を引き続き検討ということになっております。その

他の事業につきましては、継続となっておりますが、単なる継続ということで

はなくて、よく精査をした上で、額を減らすものは減らしていくという観点で

継続となっております。いくつかご紹介いたしますと、まず１ページ目、救急

医療機関における機器･機材の整備につきましては、継続でありますが、医療

、 、機器の利用状況 あるいは自動車事故の救急医療の実態等を踏まえて精査の上

引き続き効率的・効果的に実施となっております。それから保険会社の事業で

ございますが、高規格自動車の寄贈という事業ですが、こちらにつきましては

ご指摘もありました普及状況等を踏まえ減額を検討するとなっております。ま

た、ＪＡ共済の救急医療機器等の購入補助につきましても、実施効果を引き続

き検証の上、減額を検討ということで、効率的にお金を出していくということ

で見直しがされています。それから、続きまして、３ページ上の方の事故の相

談･解決になりますが、国で実施しております交通事故の相談・示談あっ旋に

係る支援につきましては、継続ではありますが、業務の効率化を図りつつ、引

き続き実施ということでありますし、右側にあるように相談内容の充実や業務

運営の効率化のお願いを予定しておりまして、効果的、効率的に実施するとい

うことでございます。それから、交通事故による紛争処理に係る支援というの

も継続となっておりますが、効率化を図りつつ実施するということになってお

ります。また、保険会社の交通事故の相談･解決に係る支援につきましても、

被害者の要望等を踏まえつつ、引き続き精査を行うということになっておりま



- 22 -

す。それから、もう少しご紹介いたしますと、４ページの医療費の支払適正化

に係る支援とありますが、保険会社、ＪＡ共済にて実施しておりますけども、

保険会社につきましては、必要性、効率性の観点から引き続き精査した上で継

続、ＪＡ共済におきましても、実施効果を引き続き検証の上、継続となってお

ります。それから、５ページの真ん中にあります保険会社の交通事故防止用機

器の整備に係る支援につきましても、被害者団体からのニーズ等を踏まえつつ

、 。も 当面は減額を検討ということで効率化を図っていくということであります

国、保険会社、ＪＡ共済におきましては、こうした方向性を踏まえ、国におき

ましては予算の編成の過程に当たりまして、一方、保険会社及びＪＡ共済にお

きましては、事業の選定に当たることとしております。

（ ） 。 、 、落合座長 ありがとうございました それでは ただいまのご説明に対して

何かご意見、ご質問等はありますでしょうか。

（相原様）委員である西原の代理の相原と申します。よろしくお願いいたしま

す。いま、ご報告ございました精査の経緯、大変長い時間活発に議論された経

緯ありましたけども、若干、繰返しの議論になりますが、私どもとしては、６

月のあり方懇有志会議も含めまして、先ほどの財源論等について申してきまし

た。ユーザーが支払う保険料が基になっているということから、被害者の保護

の増進に資する事業または自動車事故の発生の防止に資するよう精査という点

を申し上げて参りました。また、そのために行う事業に対して、必要性の高い

ものに重点的な予算配分が必要であるということも合わせて申し上げて参りま

した。一方で運用益事業は貴重なユーザーの保険料で運営されているという事

業の意義に照らせば、その使途については、ユーザーの納得できる公正で透明

性の高いものでなければならない。全ての事業の実施に当たって、本来の趣旨

から逸脱している、若しくは、自動車ユーザーになかなか理解が得られにくい

ものにつきましては、具体的に指摘を申し上げて参りました。今後も引き続き

不断の見直しをお願いしたいということも申し上げて参りました。それで、個

々の事業というよりは、全般的なことで申し上げたいと思いますが、これらの

様々な意見を踏まえて、見直しの方向性が示された点には、率直に評価をいた

したいと思います。今回、運用益事業の一つ一つの事業の効果を検証して、見

直しを図るということで、より被害者救済あるいは事故防止の効果の高いもの

に重点化していくということが可能になると思っております。なお、本見直し

はスタートラインとしましては、保険料の引上げに対し、いかにすべきかとい

うことから始まったものと認識しておりますが、運用益事業の適性化を図る上

で、基本的な見直しの仕組みが今回構築されたものとも認識するところでござ
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います。運用益事業をより公正、透明性の高いものにしていくためにも、みな

さんがご参画の上で今後も不断の見直しが必要であると考えております。引き

続き、次回以降あり方懇でご報告をお願いしたいと思います。また今回の検証

結果として、引き続き精査、検証するということになっております個別の事業

につきましては、速やかな実施をお願いしたいと思います。ユーザーの負担増

となる保険料の引上げを審議する来年１月の自賠責保険審議会の前にあり方懇

を開催するなど、報告の場を頂戴することが必要ではないのかと考えておりま

す。なお最後になりますが、初めのご報告でもありましたが、運用益事業を安

定的に実施するためにも一般会計に貸し出している６千億円については、でき

るだけ早く繰戻しされますよう、引き続き国交省の方から財務省に対し粘り強

く早期の繰戻しをお願いしたい。以上であります。

（後藤参事官）あり方懇の開催についてご提案がございましたが、こちらとし

ましても受け止めまして、検討して参りたいと思います。

（落合座長）それでは、堀野委員どうぞ。

（堀野委員）どうもありがとうございました。三つあります。まず最初、１ペ

ージの救急医療体制の整備という大きな枠の中で、国の１番目、自動車事故医

療体制整備事業の中に、この文章だけでは全て書かれてないので、ひょっとし

たら入っているのかもしれませんけども、ドクターヘリの拡充などは、この最

初のところに該当するのですかね。

（後藤参事官）ドクターヘリにつきましては、この資料の１ページ目の下のと

ころに記載しております。損害保険協会及びＪＡ共済連の方で、主にソフト面

で講習会の補助等を実施しております。

（ ） 。 、 、堀野委員 わかりました ソフト面も大事なんですが ハード面もまだ

日本はレベルが低いんですよね。本来の日本の技術力、財政力、いろんな

レベルを総合すると、スイスなどのヨーロッパと比べると非常にビハイン

ドである、つまり遅れているんですよ。首都圏であっても、人口が多いの

にですね、例えば私がいる神奈川県では１機しかないんですよね。とても

需要に対応できないのでね、もっとハード面に対する支援が足りないんで

すね、日本の俗にいう縦割りの弊害がここに出ているそうです。そこを含

めて、横断的な見直しをしていただいて、早急にドクターヘリの整備・拡

充を、ソフト面の拡充も理解できますが、ハードを増やすということです

ね。ぜひ、この機会に見直しの中に入れてもらいたい。
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次に二つ目、同じ１ページの黄色いところ保険会社の高規格救急自動車に係

、 、る支援についてですが 実はちょっと細かい各論の話になり申し訳ないですが

私が在住しています横浜市消防局から救急車のドライブレコーダーについて、

、 。相談を受けて少し関わったんですが 救急自動車は実際に事故が多いんですね

実は先ほど冒頭に局長から日本の交通事故、件数も死亡者が減っていますよと

お話がありましたけども、緊急車両の事故は逆なんですね。増えてきているん

ですね。それで、新規採用した方たちの離職率も高い、なかなか安定しないそ

うです。それで相談を受けたんですが、実際、大学に救急車をもってきてもら

いチェックをしたんですね、そしたら驚いたことに、初歩的な人間工学上の課

。 、 、題がたくさんございました どういうことかといいますと 自動車メーカーが

ユーザーのリクエストをきちんと反映して設計してないんですね。一般に売っ

ているワンボックスカーを少し改良しているといったレベルになっているんで

すね。そして、一番気になったのは後方視界が悪い、死角があるのです。患者

さんを搬送した後に病院の中で方向転換時に事故が多いそうです。救急車の車

体幅は車内に各種設備を搭載する必要上、通常車よりも少し出っ張っていて広

いのですが、バックミラーはそれに対応していない為、死角で見えなくなって

いる。たまたま、意欲的な運転手は小型補助ミラーを個人で買って来て、取り

付けて改善している。実際に見せてもらいましたが、なかなかうまくいってる

様子でした。この様に個人レベルで改良しないと安全に運転できる救急車にな

らないんですよ。正直驚きました。これから、新規に発注しようとしている矢

先でしたので、車メーカーにリエゾンすべく、国交省の方に相談して、ユーザ

ーのリクエストをよく聞いていただく様に働きかけました。こういう個人レベ

ルの努力でなくて、この様ないい枠組みがあるので、この機会にぜひ、全国レ

ベルで救急自動車の安全確保を検証し、改善すべきはしてほしいということで

す。救急車どうもうまくいってないようです。話を聞くと全て各都道府県別の

市町村で管理しているので、横断的に見る機関がないそうなんですね。聞いた

ところ、消防庁は総務省所管ですかね。そこには自動車設計の専門家はいない

そうです。自動車設計の専門家は国交省にいる訳で、聞いたところ、総務省と

国交省はリエゾンされていないんですね。是非この機会に、高規格救急自動車

について、文脈上整合しているのか、ずれがあるのか、判りませんが、この機

会に見直しをお願いしたいと思います。

三つ目ですが、５ページにあります事故防止についてですが、保険会社

の事故防止ですけども、黄色いところの真ん中に交通事故防止用機器の整

備に係る支援とありますが、右の欄考え方等を見ますと、例えば交通事

故自動記録装置とありまして、これはドライブレコーダーのことと思っ

て拝見したのですが、もしそうであれば、ドライブレコーダーの普及促
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進、国土交通省さん、技術政策課も安全政策課も共にそれぞれ組織的に検討

されているのを知っていますが、専ら青ナンバー対象です。日本の交通事故は

白ナンバー、マイカー事故の方が多いので、マイカー対象のドライブレコーダ

ー普及の促進をお願いしたいです。実際、いま良い製品が出てきております。

一例を挙げると、ＪＡＦメイトさんも、結構事故防止の成果を挙げているんで

すね。だから、是非この機会に国に後押しをお願いしたいと思います。それか

ら、損保さんにお願いしたいのはですね、ドライブレコーダ－を搭載している

自動車については保険料を下げることや、また魅力的な商品開発を含めて、こ

の事故防止の新しい普及促進に背中を押してあげて欲しい。以上三点でござい

ます。

（後藤参事官）自動車局内にそれぞれ安全基準をみております部署がございま

すので、先生から頂いたご提案については共有したいと思います。なお、ドク

ターヘリにつきましては、その他資料の１１ページにありますが、平成１８年

の報告書のフォローアップということで、ドクターヘリについても触れられて

おりまして、厚生労働省における施策との連携というのもありますが、運行経

費につきましては、厚生労働省の方から補助がされております。それと合わせ

て運用益事業も実施しているということになります。そのような連携をしてい

るというのをご紹介させていただきたいと思います。

（堀野委員）救急車はどうですか。

（後藤参事官）救急車につきましては車の安全基準の関係になりますので、先

生のご提案につきましては、局内の安全基準の関係課に情報共有させていただ

きます。

（堀野委員）もう一度正確に申しますとですね、救急車は患者さんを運ぶため

にいろいろ医療機器を積んでますよね、そのためにボディーが５センチぐらい

はみ出ているんですね。それから前にありますサイドミラーが全く何も映さな

いんですね。ボディーの部分の若干の寸法の変更に合わせてないんですね。死

角のままになっているんですね。バックするときに見えないために事故が起き

ているんですね、そういう初歩的な問題が私、運転手から聞いて初めてわかっ

たんですね、そういうのはどうも調べてないんではないかと思います。先ほど

、 。安全基準は大丈夫とおっしゃいましたけれども 現場の実態をつかんでほしい

しかも、各消防署レベルで管理されてるようで、本当に気の毒に思いました。

誰かが横断的にやれば、全国にそんなにトータル台数多くないんですね。どこ

かで標準化できればと思います。どこかで議論して、まさに安全基準をやって



- 26 -

いるところの力が弱いのではと思います。実態が分かってないんじゃないかと

いうのが率直な印象です。よろしくお願いいたします。

（落合座長）それでは、他に意見、ご質問はありますか。斎藤委員どうぞ。

（斎藤委員）個々の指摘ということではないのですが、今回行っていただいて

いる運用益事業の中身について、全体を絶え間なくそういう必要性、効率性の

観点から、見直しをしていただきたいと思います。なかなか個別の事業をこれ

は良い、悪いと言うのは難しいと思いますが、この運用益事業の見直しを絶え

間なく行うことを是非お願いしたいと思います。以上です。

（落合座長）運用益事業の見直しについては、個々の問題は難しいが、継続し

、 、てしっかり見直しをしていこう こういう趣旨ではないかと思うんですけども

運用益事業の枠組みについては、先ほどご説明ありましたけども、２３年度の

自賠審での新たな土俵をということで検討して、本日、検討いただいた上で、

土俵の部分を含めて、今後ともさらに必要があれば、運用益事業そのものにつ

いてさらにあり方について検討したらどうかという趣旨ですね。

（ ） 、 、後藤参事官 今回１年余り議論・検討してとりまとめておりますので まず

これを実施して、具体的にどういう精査なのかということを見ていただいて、

それから、また議論を進めることになるのかなと思います。

（落合座長）次は、藤川委員、どうぞ。

（藤川委員）二点あります。一つは、先ほどのドクターヘリについてですが、

我々日本医師会の救急災害医療対策委員会等で、今回の東日本大震災において

も関与しましたが、ドクターヘリに関して消防庁、厚労省もその委員会に出て

、 、 ， ， 、おり 厚労省から半額 年間１億８ ０００万のうち９ ０００万出てまして

件数が増えるともっと増えますが、その残り５割のうち、４割が消防庁、総務

省から出しているのです。そのために、全国で２機目、３機目がどんどん入る

。 、 、ようになってきてます 交通事故だけでなく 様々な疾患を取り扱いますので

当然、省庁横断的に予算を組んでやらなければいけない。この運用益だけでみ

たら、１，３００万くらいですから、それは全然論外ですので、これを運用益

だけでもってくるのは無理があるのかなと思います。税金が、厚労省と総務省

でついてますので、ここで予算を組むのは厳しいというのが一つの情報提供で

す。

もう一つは、我々日本医師会として取り組んでいる自賠責保険診療費算定基
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準の普及について、残りがあと山梨県だけになってます。日本医師会は民間の

医療機関がほとんどですが、公的医療機関にも本来は自賠責保険診療費算定基

準を活用していただきたいと申し入れております。社会医療法人等の公的医療

機関では、健康保険を使うようにという、国の方から指導がされているという

情報がありまして、それは、ちょっとどうなのかなと考えております。自賠責

保険診療費算定基準でやろうと、公で議論をしておりますので、これはよろし

ければ、国土交通省と厚生労働省もお話をしていただいて、自賠責保険診療費

算定基準の普及を公的医療機関にもしていただくということになれば、健康保

険の求償もいらないですし、健康保険が傷つくこともなくなりますので、よろ

しくお願いいたします。

（落合座長）運用益そのものの問題ということから離れますが、運用益事業の

使途対象に影響を及ぼしうるという関係もあるというのはないんではないかと

思いますが、しかし、そういう視点をもって議論をするということは、省庁横

断的な取組が必要ということでございます。それはあり方として正しいのでは

ないかと思います。

（後藤参事官）ご意見を踏まえて対応して参りたいと思います。

（落合座長）他にありますか。坂本委員どうぞ。

（坂本委員）読売新聞の坂本です。今回、初めて議論に参加させていただいた

のですが、この運用益事業というもののこれまでの経緯を国交省の方からよく

お伺いしました。それで、検証結果なんですけども、一般的に見ると廃止とい

うのは分かりやすいのですが、継続ということになっていて、その中身はです

ね、検討ですとか、精査ですとか、一部終了予定というのもありますけども、

およそ継続ということに今回はなると思うんですよ。やはり、一般の国民的な

目線で見ると、この自賠責の事業でやる必然性というのが一番大事だと思うん

ですね。いま、議論がありましたけども、それぞれ、例えばドクターヘリや救

急車については、重要性や必要性はあろうかと思いますし、それとは別にこれ

は、自賠責でやらなければいけない事業なのかという事業の対象性、必要性と

。 、 、 「 」いうのは非常に良いと思います ただし これ結果をみると ほとんどが ○

となっているんですね。一つ一つの金額を見ると非常に小さい。それぞれに必

要な事業だとそれぞれの方がおっしゃると思いますが、そういう反論的な考え

方もある。でも、それを踏まえて、もう少し方向性を出していくことが必要な

のではないかと思います。ですから、継続という言葉を使い注釈のようなもの

を書くのであれば、継続という言葉ではなくてですね、減額検討というような
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ことや終了予定だとかそういった方向性がより分かりやすい形で出る工夫をさ

れた方か良いのではと思います。

（落合座長）継続というのは、それを検討した結果、これをまた採用するとい

うことですので、漫然と今までのものをそのまま継続するという意味ではなく

てですね、先ほどの見直しの方向性に基づいて見直しをした結果、なお、継続

となったものであるということで理解しております。したがって、継続という

言葉自体が、いま坂本委員が言われたような趣旨にとられてしまうと、この表

が若干違った意味で捉えられてしまう可能性があるので、その辺の誤解が生じ

ないような形の表現に改めるのもあるいは必要なのかなと思いますが、いかが

ですか。

（後藤参事官）この表の位置づけですけども、国につきましては、予算編成の

過程があって、その結果決まるということでございまして、保険会社とＪＡ共

済につきましては、運用益事業の選定委員会という外部の機関を有していまし

て、そちらで議論して決定するというプロセスをもっていまして、そこのプロ

セスに向けての方向性ということでありますので、この継続の下にあります視

点でこれから精査していくという趣旨でご理解頂ければと思います。

（坂本委員）確認ですけど、そうするとこれは、２５年度予算、２５年度の事

業に限った方向性ということですか。

（後藤参事官）この方向性というのは、２５年度の方向性として整理しており

ます。

（落合座長）他にございますでしょうか。どうぞ。

（ ） 。 。玉置委員 玉置です この運用益事業の見直しの会議は３回目になりますね

過去にも似たようなことを言っているかもしれないですけど、見直し案につい

て、数字的なメドを入れた方が良いのではないでしょうかと、つまり５番目の

運用益事業の選定についてまでではなくて、６番目がいるんですね。つまり、

運用益事業の規模についての見通しというね。それでないと、どうなんですか

ね。自賠責保険を値上げするということは、民間の保険会社が保険料を上げる

のとはまるっきり話が違いますから。これはここに書いてあるように全国民的

議論が必要です。そのなかで、これだけの話にも関わらず、運用益事業の過去

の予算状況がどうだったのかということは、表を見させていただいてもどこに

も書かれていないんですね。つまり、見直しをする中身というのは非常に細か



- 29 -

い、先ほどのドクターヘリ云々ありますが、それはそれで非常に重要だと思い

ますが、やはり一番重要なのは、マクロとしての数字が見直しの結果、増える

のか、減るのか、現状維持なのか。その財源、効率、それから必要性、この三

原則のなかで、見直した結果どうなるのか、数字のところまで出来れば私はこ

のあり方懇の意味が出てくるのではないかと思います。そこがずっと前回もそ

うでしたけど、一般会計の繰戻しについてですね、これはかなり細かく数字も

出ているのですが、伊藤茂大臣にまで遡りまして細かいのですが、ただ、これ

、 、 。は政治の話であって 我々としては けしからんと言って終わりの話ですよね

ですから、数字をもっと出してもらわないといけないなと。つまり、この運用

益事業そのものの検討は重要だと思いますが、しかしそれを全部足した数字が

書いていない。総額入っておりませんよね。総額何パーセント増えたというこ

とを書いてないですよね。これは君たちが計算してご覧という感じでして、そ

こはもう少し国民に分かりやすく説明してもらいたい。以上です。

（落合座長）それでは、どうぞ。

（ ） 。 、後藤参事官 その他資料の４ページご覧いただければと思います もともと

この議論がどういう枠組みのなかで行われてきたかということでございますけ

、 。 、ども 自動車損害賠償保障制度の予算概要という資料がございます ここでは

運用益の配分という経緯から始まりまして、この自動車安全特別会計の方から

被害者救済、事故防止に対してお金が流れています。ここからが運用益事業に

なりますけども、１３１億円というところですけども、もともとの議論は、こ

の保障制度の大きな枠組みは枠組みとして前提として、この１３１億円という

ところの使い方についてどうしようかということを個別に事業を見て確認し

て、ちゃんと効果的、効率的に使われているか、確認しましょうというご提案

がございまして、そのため、全体としていくら減らすということは、もともと

議論の対象とはなっておりません。前提として、この仕組みの中で、どう事業

を行っていくかということについて、しっかり確認をしていこうという趣旨で

ございます。

（玉置委員）支払われた保険料の何パーセントがこの運用益事業に使われてい

るんですか。

（落合座長）それでは、大坪様。どうぞ。

（大坪様）保険料のうち運用益にいくら使われているかということですが、保

険料のことは、先ほどの資料の１のところですね、運用益というのは、そこか
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ら出てきたものを運用した結果でして、それを被害者救済事業に使いなさいと

いうご指示がありまして、運用益を活用しているところです。

（玉置委員）運用益事業で長年、例えば、平成１０年でいくらになりますか。

これははっきりしていますか。

（大坪様）自賠責保険審議会のほうで話されております。

（玉置委員）運用益事業にいくら使っているという、そういう数字は出てない

と。

（大坪様）私ども保険会社が拠出しているのは、２０億ほどです。今回、この

あり方懇におきまして、この方針に基づきまして、国交省様からお話ありまし

たけども、私ども見直しをさせていただいて、全部で３０を超える事業に拠出

してまして、果たしてこの事業は自賠責で必要なのかどうか、これは毎年見直

しをしなければいけないと思うんですけども、さらに今年は出された方針を受

けまして、不要なもの、あるいはもっと効率的に運用できるものこういったも

のは、減額していくということです。一方で、前回の有志会議で、こういった

ものに充実すべきである、直接的な被害者支援を充実すべきだという意見も頂

戴しております。そういったものを事業化したら、いくらになるかはまさにこ

れから積み上げていくところであります。

（玉置委員）伺いたいのは、運用益事業の一覧表がありながら総括表というの

はどうなんですかね。総括的にパーセンテージが書いてあって、最後に数字、

総計、合計のようなものがないですよね。その数字を見て、これらがどのよう

に見直しされたのか、本腰を入れたのか入れないのかあるいはいままでの事業

を見てきたけれども、全部、ほとんど継続だということを数字を見て確認した

いとこう申し上げております。

（後藤参事官）最終的にまとめるものには、総括を入れた形にしたいと思いま

す。ちなみに、２４年度の全体の予算額ですが、運用益事業の総額としては、

１６６億７，９００万ということでございます。内訳としては、国が１２８億

６，０００万、保険会社が２１億７，７００万、ＪＡ共済が１６億４，２００

万となっております。

（玉置委員）それから、何パーセント減ったんですか、増えたんですか。
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（後藤参事官）２２年度と２４年度を比較いたしますと、全体で３．４％の減

額となっています。

（玉置委員）分かりました。前回も申し上げたと思いますが、一言付け加えさ

せていただくと、ここにいらっしゃる方は私とお隣を別にすれば、ほとんどの

方は関係者の方と言いますか、だから関係者の中でそれぞれを代表していらっ

しゃる方が多い、そうではない方ももちろんおらっしゃると思いますけど個人

的な意見を言っている訳ではない。それから、この問題についての相当性をも

っている方も多いですけど、我々は必ずしもそうではなくて、いま我々と申し

たのは、一般のものという意味です。私個人という意味ではございません。そ

ういう中で、この会合の中でお話を伺っていると、そこが実は私も前回の会議

の後、ご説明いただいたのに、また、このような質問をするのが大変申し訳な

いという気もいたしますが、今後とも説明をお願いしたいと思います。

（落合座長）一般国民に分かりやすい形で議論することはとても大切です。資

料だけでなかなかわかりにくいという点は改善していかなければならないの

、 、 、 、で いまの玉置委員の意見を踏まえまして 今後 事務局は資料等については

国民に分かりやすい理解を得られるような形にするよう努めることが求められ

ているということです。

（落合座長）他にご意見は。福田委員どうぞ。

（福田委員）ただいまの運用益の議論のところなんですが、国の行っている事

業の原資と、民間及びＪＡが行っている運用益事業の原資は性質が全然違うと

いう点がございます。国の場合は、約２兆円の運用益を２０分の１１と２０分

の９に分けた際の２０分の９を、いわゆる被害者対策・安全対策といったこの

ような運用益事業に用いることにしたものです。この先ほどの資料の４頁ペー

ジ見ていただけると分かるように、本来、最も一番お金があるはずなんですけ

ど、一般会計に借していて、非常に少なくなり、現在２，１３６億となってお

ります。この調子でいくと、いつかこのお金がなくなった際に、この被害者対

策の運用益事業をどうするんだという議論が絶対発生すると思います。ですか

ら削減を前提とする議論は重要だと思いますけども、あくまでも、これは被害

者対策に使うということで法制度を整備したものであるということを念頭にお

いた議論が必要であると考えています。これは何にでも使って良いというお金

ではなく、２０分の１１と２０分の９に分けて、こういう使い方をすると決め

ているということを前提として考える必要があります。いろいろなところで一

般会計による措置であるとか、ＣＳＲでというご指摘がありますが、財源が豊
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かであれば、そういうご指摘も良いかもしれないですけど、それから全く無駄

あるいは、全く関係ない事業であれば、それを廃止するのでもやむを得ないか

もしれませんけど、これまで、いろいろな経緯や効果があってやってきたもの

は、今回は事業仕分けでないので、何パーセント削減を目標にしてバシバシや

っていくという性質のものではないと思います。被害者の皆さんと、どうやっ

て被害者の方々を救済していくか、支援していくか真剣に考えていく場ですの

で、マイナスを前提にして考えていくのは、ちょっと違うのではないかと思い

ます。そういう議論の方向性に若干不満を持っています。私の感想です。以上

です。

（落合座長）それでは、東川委員どうぞ。

（東川委員）福田先生からおっしゃっていただいたとおり、私たち被害者団体

として、いまの事業では、まだまだ不十分ですから、しっかりと運用益でもっ

と被害者救済を行って欲しいです。そして、継続ということはたくさんありま

すけども、継続されていても、なおかつ十分でないものがあります。もっと増

額して継続して頂きたい事業がたくさんあるということを私は申し上げたいと

思います。それから、もう一点、国に入れて貸してあるお金についてもどうや

ったら返してもらえるのか、それが有効に使われたら、自動車ユーザーさんに

も役立つし、それが被害者対策にも十分活用できると思うのですけども、いま

まさに国がご支援でたくさんお金を出さなければいけないというまさにピンチ

の状態で、これはいったいどうやったら具体的に３０年までに返して頂けるの

かなと、国交省としては具体的に考え方をお持ちであるのかどうか。また、そ

れは国民的な世論をあなた方がやるべきということかもしれませんが、それを

どうやったら良いのか何かありましたら教えてください。

（落合座長）それでは、事務局どうぞ。

（後藤参事官）繰戻しの関係につきましては、たくさんの委員から頂いており

ますけども、国土交通省としては、繰返しになりますけども、財務省に対し粘

り強く協議していきたいと思いますのでご理解いただければと思います。

（落合座長）他にご意見がある方は、どうぞ。

（桑山委員）ざっくりした話で恐縮ですが、全体で１６６億ほどあるなかで、

被害者に直接還元されているのは、だいたい５４％なんですよね。それで、事

故発生防止がだいたい２１％くらいであって、救急医療体制の整備が１１％く
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らいで、法律相談というのが１１％。この割合について、やはり、この場でど

こかで議論できたらなと個人的にずっと思っておりました。それから、先ほど

玉置委員がおっしゃったことも関わるのですが、ここに重点的にお金を使いた

いなという形での議論を何らかの形で今後させていただけたらと思います。あ

と個別の事例で恐縮なんですが、１ページの真ん中のところですね、ＪＡ共済

さんのＪＡ厚生連への補助に対して、８億円が出されており、いま国、ＮＡＳ

ＶＡが６つの療護センターで全体３０億円ほどだと思うのですが、６つの療護

センターで３０億で、この厚生連これは１箇所ではないと思いますが、８億も

のお金が入っているのは何となくどうなのかなと個人的には思います。また、

もう一つ大きなところでいいますと、３ページの真ん中よりちょっと上の損保

協会の紛争処理センターに対する支援には９億ほど出されており、紛争処理セ

ンターに関しては、割と感謝されている面もあると思うのすが、このあたりの

成果みたいなものというものを何らかの分かりやすい形で報告していただける

と我々も納得できると思います。もう一つ、これも個別の事例で申し訳ないで

すが、５ページのところですが、ＪＡ共済の交通安全教室やポスターコンクー

ルーについて、ここに５億円も使われてまして、これも大きなお金で、確かに

交通事故の被害者は割と子供と高齢者が多いので、それはそれで大事なことで

はあるのですが、何となくＪＡさんの１６億あるうちの５億もそこに費やされ

ている。ちょっとその辺がバランスの問題でそんなことを思いました。非常に

、 、ざっくりした話ですが こういった面でお金を使いたいんだというような形で

分かりやすい形でもし議論していただければと、来年以降でも良いので、そん

なふうに適宜お願いしたいと思います。

（落合座長）ありがとうございました。ただいまの桑山委員からのご発言です

が、運用益を決定する機関において、よくご意見を踏まえていただければと思

います。よろしくお願いいたします。他にご意見、質問等はありますか。

それでは、ご意見がもうないということであれば、本件につきまして、本懇

談会における運用益事業の検討結果ということにしたいと思います。

続きまして、これまで本懇談会において非常に長きにわたり、自動車損害賠

償保障制度の充実に努められてこられました全国交通事故遺族の会の戸川委員

が本日の懇談会をもちまして委員をご退任されるということでありますので、

最後にご挨拶を頂きたいと思います。

（戸川委員）全国交通事故遺族の会の戸川と申します。いま、委員長からご紹

介がありましたように、遺族の会は今年の５月に開いた定期総会での審議の結

果、今年の１２月末日をもって閉会することになりました。そういうことで、
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当然私も当懇談会委員からも外れるということになります。こうした場で皆さ

んにお目にかかるのは今回が最後となりますので、最後のご挨拶の時間を用意

していただいた次第でございます。

遺族の会は平成３年に設立されまして、今年で２１年目を迎えます。できた

頃は、交通事故で死亡する人が年間約１万１，０００人おりました。冒頭に局

長からお話ありましたように、去年は約４，６００人にまで減ったということ

、 。 、 ，で およそ約３分の１にまでなりました 昭和４５年のピーク時には １万６

８００人いたと思いますけど、そのピーク時と比べると現在は４分の１になり

ました。会員の方も最盛期には、全国に１，１００人の会員がおりましたけど

も、現在は４００人ということで３分の１にまで減少してしまいました。遺族

の会は会員からの会費だけで運営されておりますので、交通事故の死者が減少

したというのは、まさに会費の収入の方に大きな影響を与えております。すな

わち会の運営が成り立たなくなり、残念ながら、会を閉じざるを得ないことに

なりました。会の衰退を逆から見れば、交通事故の死亡者がこれだけ減ってき

たということの現れですので、その意味では喜ばしいことだと私たちは考えて

おります。しかし４，６００人という死亡者は、まだまだ看過できる数字であ

りません。交通事故問題については、これからも私たちは見守っていきたいと

、 、思いますが 遺族の会はこれをもって閉会せざるを得ないということについて

ご理解をいただきたいと思います。

遺族の会の井手会長が、この懇談会に招かれたのは西崎哲郎委員長の初期懇談

会からでした。その時からずっと遺族の代表として様々な意見を押し述べさせ

ていただきました。しかし本当に切羽詰まったといいますか、後遺障害者の方

達のやむにやまれぬ事情というものに鑑みまして、本懇談会におきましては、

遺族の救済策よりも、むしろ後遺障害者の方達の救済に援護射撃をするような

立場をできるだけ取るように心がけてきたつもりです。

今般閉会に当たり、本当に残念というか心残りなことがあります。それは遺

族である被害者救済の柱である自賠責保険の死亡者支払限度額の問題です。こ

れについては、私が委員になったときに最初に申し上げた事項ですが、それ以

降全く変化がないということになります。死亡者の保険金は、現在３，０００

万円となっておりますが、この３，０００万という数字が多いのか少ないのか

さまざまな意見があると思います。プロ野球の第一人者であれば、たった１月

分の給料、そして最近では、華やかなＩＴ産業では２０代の青年が平気で年収

１，５００万を稼ぐといった例もあると聞きますので、やはり３，０００万と

いう額は私は少ないのかなと思います。なぜならば、この算出基準というもの

が明確にされていないことが一番の問題ではないかと思います。今までは、毎

年支払の実績が妥当なものかどうかということで比較されてきたわけですけど
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も、そろそろ、この命の値段について、きちんと算出するような議論がこの懇

談会の場において行われてしかるべきではないのと私は考えます。おそらく私

が退任した後、新たな遺族がこの会に招かれると思いますけれども、ぜひそう

いった人達から後遺障害者の家族の方々の意見も交えながら、命の値段という

ものをよく考えていただきたいと思います。もちろん支払限度額を上げるとい

うことは、保険金の増額に直結しますので、様々な異論があることは私も承知

しております。しかし、命の価値が上がる、命が尊く扱われるということは、

いまの約４，６００人の交通事故死亡者を、さらに減らすという大きな効果が

期待できます。私はその効果を考えたうえで、あえてその支払限度額を考え直

して欲しいというご提案を最後にさせていただきたいと思います。

交通事故がここまで減りましたのは、ここにご参集の方、その他関係省庁の

方、政治家の方、マスコミの方、一般市民の方、様々な方のご助力があっての

ことと思い、改めてお礼申し上げます。しかしまだまだ救われる被害者がいる

ということ、そういったことを考えながらこの懇談会もがんばって続けていた

だきたいと思います。国交省の皆さま、私は懇談会の長い付き合いの中で本当

に自賠責保険制度というのは、世界文化遺産にしたいくらい本当に良いものだ

と思っております。お世辞ではなくてですね、ぜひ様々な議論があると思いま

すけども、誇りを持ってこの制度を継続させ、そしてさらに被害者の心に寄り

添ったものにするよう、努力していただきたいと思います。本当に長いことお

世話になりました。ありがとうございました。

（落合座長）戸川委員、本当にありがとうございました。それでは最後に事務

局からありますか。

（仲村総括）本日ご議論いただきました件につきましては、本懇談会における

運用益事業の検証結果として、来年１月に予定されております自賠責保険審議

会においててご報告したいと考えております。また、本懇談会の議事録につき

ましては、委員の皆様に照会させていただいた上で、後日ホームぺージにて公

開することとしておりますので、ご了承いただきますよう宜しくお願いいたし

ます。本日は、ご参集いただき、誠にありがとうございました。

（落合座長）それでは、以上をもちまして、本日の議事は終了いたします。本

日はお暑い中、長い時間ありがとうございました。


